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第考査課情報

ﾎの使い方､大雄ですか？あなたの ″ｽマ

-勤務時間中編弓
近年、スマートフォンの機能やアプリが充実し、ビデオ通話､ショ.ツヒ･ング、預金取
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引、 SNS、動画視聴"ゲ誌ムなどくスマートフォン－台で日常生活の多くを行えるよ
“‘ 卜 w ; ル ‘

うになってきています｡ :: ) :脚 ｿ !""{ { "‘" 1 ゞ ：“ ｨ W" j

ただし､便利だからとい§って寸堂誤づiた使い方をすると、事件やトラブルを発生させて

しまう要因にもなります｡特に蝦私たち国家公務員は､職務専念義務が課せられており、
1 . 目』 ： :

勤務時間中のスマートフォンの使用については、十分に注意を払う必要があります。

今回の考査課情報では、過去にマスコミ報道された公務員によるスマートフォンに関
連した職務専念義務違反事例を紹介しますので、 「自分自身の行動に当てはまることがない

か｣をぜひチェックしていただき、事件等の未然防止に役立ててください。

報道消防署長勤務時間にケーム

■ ：市が懲戒処分 l LF L■n ℃ J f iIIJ
: ：

勤務時間中にｽﾏｰﾄﾌｵﾝのケームW
をしていたとして､●●市の梢防署長を、
懲戒処分にした｡署長ぱ｢喫煙所で喫
煙する際に､スマホを使い繰り返しゲー
ムをした」旨供述しており、本件は匿

名の通報により発覚した。

報道国税職員､勤務時間中にFX
確定申告漏れも・ ・・ ”

K国税局は、勤務時間中に職場のトイ

レの個室などでスマホを利用してFXib

株取引を277回していたとして、●●税

務署に勤務する職員を懲戒処分にした｡

さらに､職員は､取引で得た所得を申告
していなかった模様｡ルル両 §ざ§亨 Ⅷ ツ

報道ﾂｲｯﾀｰに税情報
市職員の投稿写り込む

『

市役所資産税課の職員が､仕事中に、
自身の卓上の菓子や飲料をスマホで撮

影し､ツイツターに投稿、投稿した画

像に市内企業の申告書の一部が写

り込み、税務情報が漏れる事態が発生d

漏洩を指摘する匿名メールが市に届き
発覚。

J離席時にスマホは必要ですか？

勤務時間中にスマホを私的に使う

て株取引やゲームなどをすることは、

職務専念義務違反です｡

仕事中にこっそり私的なことでス

マホを使っているそこのあなた1 1

今すぐ．にやめてください

税務職員としての自覚を持ち、良

識と節度ある行動をとりましょう。



義気を付けるボｲﾝﾄ拳
リスク又は周囲からの目 注意すべき事項場面 ｜ 気をつける行動

･仕事中に写真等をSNSへ投稿すると､職場内の情報漏洩及び

画像の位置情報から投稿者の勤務地などを把握される危険

※個人'|冑報及び署内の情報が漏洩する可能性

職場内での写真撮影やSNSの投稿は､知ら

ず知らずのうちに情報が洩れてしまっている

可能性があります。

SNSへの投稿

署内での写真撮影
1

》

署内

(庁舎内）
･過去の非行事件では､勤務時間中にﾄｲﾚ

の中で株､FX取引を行っていたとして､懲戒

処分等を受|ﾅた職員が多数います｡周囲から

誤解を受ける行動は避けましょう。

･ｽﾏﾎを手に持ち

長時間離席する

･周りの職員や納税者から｢仕事なの？｣｢遊んでいるのでは？」

と疑惑や誤解を持たれる可能性
〆
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露駕 ｜ ,

･証拠物等を個人のｽﾏﾎで撮影した場合､ｽﾏﾎのウイルス

感染により､その画像の位置情報や調査情報等が洩れてしまう

危険

･私物ｽﾏﾎは職務での使用を禁止しており

ますので､調査等の仕事で||用することはや

めましょう。

･調査先でのｽﾏﾎ

使用

咄

署外

(庁舎外）
･出張の移動中に私的にｽﾏﾎを使用(SNSへ投稿など)をす

ることは､第三者から職務専念義務違反を指摘される危険

･出張の移動時間中も職務専念義務が課せ

られます｡移動中も公務員である自覚を持

ち､私的なｽﾏﾎ利用はやめましょう｡なお、

SNS上に､仕事に関する投稿をすることもや

めましょう。

｡出張の移動中にｽ

ﾏﾎを私的に使用
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ソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点

～国家公務員として特に留意すべき事項～

< 4

1法令(国家公務員法､著作権法等)の遵守

国家公務員法に規程する守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限

に違反する発信を行わないこと。なお、次に掲げる発信は、信用失墜行為に該

当する場合がある。

（1） 職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれの内容がある発信

（2） 他人や組織を誹誇中傷する内容や他人に不快又は嫌悪の念を起こさせるよ

うな発信

（3） 公序良俗に反する内容の発信、他人の権利利益を侵害するおそれがある内

容の発信及び社会規範に反する発信（差別的発言等）

2 国民から疑惑や疑念を持たれないこと

職務專念義務が課せられていることに鑑み、出張中の移動時間や超過勤務時間

を含め、勤務時間中の発信は行わない。
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ら疑惑や不信を招くような行為はやめましょう！国民か
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